


要 望 事 項 

１ 騒音防止対策について 

(1) 昭和５７年に立川市と東京防衛施設局（当時）が交わした「立川飛行場の運用開

始に伴う事前協議」の協議事項を遵守してください。 

(2) 感染症の感染拡大等、社会情勢の変化に伴う日中の在宅時間の増加も踏まえ、飛

行場周辺の訓練飛行及び体験搭乗飛行等の業務飛行は必要最小限にとどめてくだ

さい。また、訓練飛行等に当たっては、可能な限り高い高度を維持することや長時

間にわたる旋回飛行を行わない等、有効な騒音軽減対策を実行してください。 

(3) 編隊飛行については、周辺地域への影響が大きいため、運用上やむを得ず実施す

る場合に限定してください。 

(4) 土曜日、日曜日、祝日、盆、年末年始及び入学試験の時期等の特別な日において

は、訓練飛行を行わないでください。また、業務飛行は、緊急の場合を除き必要最

小限としてください。 

(5) 飛行場内における飛行や場周経路など、航空機騒音軽減に努めている状況につい

て、飛行場周辺の住民に対して、自ら積極的に周知してください。 

(6) 航空機の時間外運用については、自治体への苦情や問い合わせの原因となるため、

飛行場の周辺住民に対して、自ら迅速に周知してください。 

 

２ 航空機等の事故防止及び安全対策について 

 (1) 駐屯地の運用に当たっては、隣接地に新たな公共施設の整備が進んでいることや

後背地に住宅が集積していることから、弾薬庫の管理など安全対策を徹底してくだ

さい。 

(2) 事故等が発生しないよう、機体の点検整備や装備品の飛散防止等に万全を期すと

ともに、航空機の運用に携わる全ての者に対して、徹底した指導と訓練を行ってく

ださい。 

(3) 万一事故等が発生した場合には、周辺自治体に対して速やかに正確な情報を提供

するとともに、周辺住民に対しても迅速かつ的確に情報提供してください。また、

徹底した原因究明を行い、万全な再発防止措置を講じてください。 

(4) 航空機の運用に係る安全対策については、飛行場の周辺住民に対して、自ら積極

的に周知してください。 

 

３ 自治体への情報提供について 

立川飛行場周辺自治体連絡会を通じて、より一層有用な情報を適時、的確に提供して

ください。特に以下の情報については、立川飛行場に起因する諸問題への対策に取り組

むにあたり必要不可欠であるため、詳細かつ積極的に収集し、迅速に提供してください。 

(1) 航空機の離着陸回数等に関する統計資料 

(2) 立川飛行場周辺で行う飛行訓練情報 



(3) 基地内の施設整備に関する情報 

(4) 航空機の機種変更及び機数に関する情報 

(5) 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規 

制等に関する法律」に基づく各種調査、規制措置に関する情報及び同法律の運 

用等に関する情報 
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